福知山市民運動場（野球場）外野ディフェンスマット広告掲載仕様書
（適用範囲）

第１　この仕様書は、福知山市民運動場（野球場）外野ディフェンスマット広告掲載について適用するものとする。

（広告物の規格等）

第２　広告物の規格等は下記のとおりとする。

（１）広告物の掲載は再剥離タイプのシール状のものとし、太陽光に反射するものを使用してはならない。また、文字は薄黄色を基本とする。
（２）広告物は野球場の機能や利用を阻害しない形状のものとし、施設の美観を損なわないものとする。
（３）広告１枚の大きさは、縦１００ｃｍ×横１９７ｃｍとする。

（注意事項）

第３　広告物の色彩、意匠その他デザインが次の各号のいずれかに該当するときは掲載することができない。

（１）施設への塗装を伴うもの。

（２）広告の表面に著しい凸凹があるもの

（３）発光、蛍光、太陽光による反射する塗料等を使用しているもの。

（４）広告に著しい厚みがあるもの。

（５）落下その他野球場利用者に危険を及ぼす恐れのある資材等を使用している
もの。

（６）その他、管理上支障が生じると判断したもの。

